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平成２７年度 
みんつく冠基金事業 

J 基金 助成団体募集要項 
 

 

 

 

 

お問合せ・申請先 

TEL 070-5056-3029 (直通) TEL 086-206-2195（代表） 

E-MAIL info@mintuku.jp  URL www.mintuku.jp 

〒700-0807 岡山市北区南方 2 丁目 13-1 きらめきプラザ２階 

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 10：00～17：00 

（月曜日はゆうあいセンターが休館のため、電話対応のみとなります） 

 

 

 

助成団体募集期間  平成 28 年 2 月 23 日（火）～平成 28 年 3 月 8 日（火） 

審査期間 平成 28 年 3 月 9 日（水）～平成 28 年 3 月 22 日（火） 

助成式 平成 28 年 3 月 29 日（火） 

事業実施期間 平成 28 年 4 月 1 日（金）～平成 29 年 3 月 31 日（金） 
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１．はじめに 

公益財団法人みんなでつくる財団おかやま、通称「みんつく」は、５３０名以上の方からの寄付４,１３３

千円をもとに設立した「みんなの何とかしたいをカタチにする」公益財団法人です。「つなぐ、つたえる、シ

ェアをする」をキーワード にヒト・モノ・カネ・情報の資源循環を通じて、社会課題の解決を進め「安心で

持続可能な地域社会の実現」を目指しています。 

このたび、個人や団体の希望（寄付）により設置する、「みんなの貯金箱をもとう!」みんつく冠基金事業

にて設置されている J 基金について、平成 27 年度の助成団体を募集することとなりました。助成をご希

望の方は、本募集要項を参照のうえ、申請をお願い致します。 

 

２．募集する事業テーマ・助成金額 

募集する事業テーマ 

子どものセーフティーネットとしての活動で緊急度の高い

事業（シェルターの運営等）で、子どもが安心してくらせる

環境づくりを行っている団体の基盤強化に関する事業 

 （寄付者の確保や運営体制の強化など、団体が継続し

て運営するために必要な体制構築） 

助成総額  上限：1,000,000 円 （助成対象１件） 

 

３．スケジュール 

申請から助成金支給までのスケジュールは下記の通りです。 
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４．対象となる団体 

下記①②③全てに該当する団体が対象となります。 

 

① 岡山県内に事務所を置く NPO 法人・社団法人・財団法人・社会福祉法人・任意団体・市民活動団

体などであること。（法人格の有無は不問） 

② 以下のいずれにも該当しない団体であること 

＊ 個人的な活動や趣味的なサークルなどの団体 

＊ 政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体 

＊ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2

号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体

（以下「暴力団等」という。）、その他法令、公序良俗等に違反する団体 
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③ 会計処理等適正に行える体制にあり、団体の情報開示が積極的に行われていることであること 

※目安として、CANPAN へ情報開示レベル★４以上、や NPOkayama 等第３者認証をうけている団体 

  

※	 CANPAN とは日本財団および特定非営利活動法人 CANPAN センターが運営する公益コミュニティサイト

です（URL : https://canpan.info） NPOkayama とは特定非営利活動法人岡山 NPO センターが実施する

開示情報等の認証制度です。 

 

５．対象となる事業 

以下のいずれにも該当せず、基金の設置者の思いを反映した社会課題の解決のための事業（地域課

題の解決や地域社会の健全な発展に貢献する）を対象とします。 

 また、この助成事業では、組織の基盤強化にあたり、当法人の役職員が定期的に事業内容の確認や

意見交換などを実施させていただきます。そのことに協力いただける事業が対象となります。 

原則として、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までに完了する事業とします。 

 

【対象とならない事業】 

＊ 営利を主たる目的とする活動 

＊ 個人的な活動や趣味的なサークル活動 

＊ 政治活動や宗教活動を主たる目的とする活動 

＊ 暴力団等と関係のある活動、その他法令、公序良俗等に違反する活動 

 

６．助成割合と助成金の使途 

助成割合に限度はありません。また、事業の目的を果たすためのものであれば、人件費を含め、助成

金の使徒に制限はありません。 

 
７．申請書類と申請方法 

（１）申請書類 

  ・助成事業申請書（当法人様式） 

  ・平成２５，２６年度の事業報告書および決算書 

  ・平成２７年度の事業計画書および予算書 

（２）申請方法 

所定の「助成事業申請書」に必要事項を記入のうえ、配達状況がわかる「特定記録郵便」で当財団事

務局に郵送するか、当財団事務所まで持参してください。必要に応じて、団体の概要資料（リーフレット、

チラシ、写真等）を添付いただくことも可能です。また、提出にあわせて、申請書類データを下記アドレス

までお送り下さい。 

 

締切日 平成 28 年３月８日（火）必着 

メールアドレス info@mintuku.jp 

「申請書」のデータは当財団のウェブサイトよりダウンロードできます。 
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８．選考について 

（1）	 当財団が設置する「選考委員会」で選考を行い、結果を文書で通知します。 

（2）	 選考では、書類審査を行ったうえに、事務局スタッフがヒアリングに伺わせていただきます。 

（3）	 「申請書類」、「インターネットなどで公開されている情報」「ヒアリング内容」を確認した上で、選考

基準をもとに、選考委員の合議により、採択の可否と助成限度額を決定します。 

（4）	 助成金は、採択結果の通知後振込先確認等の手続きを経て、平成 28 年 3 月 29 日の助成式後支

給する予定（平成 27 年度内）です。 

 

【選考基準】 

選考基準 選考基準内容

子どもが安心して育つ環境を整える活動であるか

団体の運営体制の強化・改善を行うことの緊急度の高い状況にあるか

団体の運営体制の強化を行うことが、単に当団体のことにとどまらわず、岡山県内の子どもの育つ環
境を整えることにつながるか

２−２．申請事業が具体的で実施可能な内
容であるか 事業実施に必要な体制が整っているか（人員、機材、能力等）

事業活動による効果（活動後にどのような状態になるか）が明確であるか

支援者（みんつく財団）の会議への参加など協力体制が構築できるか

事業実施に必要な予算が明確であり、公開できる内容であるか

次年度以降の事業発展につながるか

申請団体の成果が、他の団体への波及効果のあるものか

２−１．基金の意思を反映した内容である
か

２−３．事業の発展性があるかどうか

 

９．事業の実施報告団体に実施いただくこと（必須） 

（1）	 事業開始時および期間中（２回程度）、事業実施における意見交換を当法人役職員と実施 

※申請団体の理事会への参加などにより、実施することも可能です。 

（2）	 当財団主催の報告会等への参加もしくは情報提供 

（3）	 事業実施報告書の提出 

事業実施終了後 1 ヶ月以内に実施報告書を当財団までご提出ください。 

（4）	 助成式への参加  

平成２８年３月２９日の助成式への参加、どうしても困難場合はメッセージの提出 

 

１０．申請の留意事項 

本助成事業は、ミッション達成に強い思いをもった団体を当法人（みんつく財団）でサポートしながら、

団体の運営基盤の強化を行う助成事業です。 

 助成金の使途は自由度の高いものになっておりますが、当法人の会議への参加など組織外からの関

与も行われます、平成２８年度に必ず、組織基盤の強化・改善を行うという意欲の強い団体の方は是非

ご活用ください。 

 


